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国民年金だより
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国民年金保険料の免除・納付猶予について
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付）・
若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期
間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老
齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、
これらの期間の保険料を 10年以内にさかのぼっ
て納める（追納）ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納すると、当
時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
　また、追納する場合には、先に経過した月の分から順次納めていただくことになります。
　※追納のお申し込みは熊本東年金事務所（℡ 096（367）2503）で行ってください。
●これからの年金相談（毎月第 4金曜日）
　　９月 27日（金）　　10月 25日（金）　※事前に予約が必要です

■お問い合わせ先　住民福祉課福祉係　℡（６２）１１１１（内線１３２）
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